
⼈とくるまのテクノロジー展 2023 YOKOHAMA・NAGOYA 出展規約 
2022.11 

【定義】 
本出展規約における主な⽤語は、以下の通り定義するものとします。 
①リアル展⽰会…⼈とくるまのテクノロジー展2023 YOKOHAMAもしくは⼈とくるまのテクノロジー展2023 

NAGOYA またはその双⽅を意味します。 
②オンライン展⽰会…⼈とくるまのテクノロジー展 2023 ONLINE を意味します。 
③主催者…公益社団法⼈⾃動⾞技術会を意味します。 
④甲…リアル展⽰会に出展する企業を意味します。 
⑤展⽰会運営事務局…株式会社⼤成社を意味します。 

 
第 1 条（⽬的と規約の遵守） 

1. 本出展規約はリアル展⽰会の主催者と甲との間の権利義務関係を定めることを⽬的とし、本展⽰会利⽤に
関わるすべての関係に適⽤されます。 

2. 甲のオンライン展⽰会出展に関しては、本出展規約と併せて別に定めるオンライン展⽰会の出展規約も適
⽤されます。 

3. 甲は出展申込および出展にあたって本出展規約を遵守するほか、主催者が発⾏する（『出展のご案内』・『出
展の⼿引き』など）に記載されたその他の展⽰会規約を遵守することに同意するものとします。 

4. 本出展規約の内容と、『出展のご案内』・『出展の⼿引き』その他の本出展規約外における本展⽰会の説明等
が異なる場合は、本出展規約が優先して適⽤されるものとします。 

 
第 2 条（出展申込⽅法と申込期限） 

1. 出展を希望する企業は、リアル展⽰会および主催者が企画するその他のイベントなどの出展申込フォーム
に必要事項をご⼊⼒の上、出展社専⽤サイトより主催者に提出するものとします。 

2. 出展申込の流れは以下の通りです。出展を希望する企業は、以下の内容に沿って申込み⼿続きするものと
します。 

①出展申込フォームより本出展規約をご確認・ご同意の上、必要事項をご⼊⼒いただきます。 
②登録された担当者宛に【メールアドレス認証メール】が送信されます。メールに記載されている URL

をクリックし、メールアドレスの認証を完了していただきます。 
③メールアドレス認証後に送信される【申込み内容確認メール】内のお申込み内容のご確認・出展規約

にご同意いただき、24 時間以内にご了承の旨を展⽰会運営事務局宛にご返信いただきます。 
④【申込み内容確認メール】へのご返信を確認次第、展⽰会運営事務局より【出展お申込み完了メール】

を送信いたします。【出展お申込み完了メール】の送信をもって、お申込み完了となります。 
3. 出展申込締切⽇は以下の通りです。 

出展申込締切⽇ 
横浜展⽰会 …2023 年 1 ⽉ 13 ⽇（⾦） 
名古屋展⽰会…2023 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦） 

4. 主催者は、第 2 条の 3 に関わらず予定⼩間数に達し次第、申込を締切ることができます。 
 
 



第 3 条（出展契約の締結） 
出展申込に基づく出展契約締結⽇は、展⽰会運営事務局が出展を希望する企業へ送信した【出展お申込み完了
メール】の本⽂中に記載された⽇付とします。甲は出展⼩間料⾦および主催者が企画するイベントその他、本
出展規約に記載されているすべての⽀払い義務を負うものとします。 

 
第 4 条（ユーザ ID およびパスワードの管理） 

1. 甲が出展にあたって使⽤するユーザ ID およびパスワードは、⾃⼰の責任において適切に管理・保管する
ものとし、これを第三者に売買等してはならないものとします。 

2. 甲によるユーザ ID またはパスワードの管理不⼗分・使⽤上の過誤・第三者による使⽤等によって⽣じた
損害に関する責任は甲⾃⾝が負うものとし、主催者はこれに関する⼀切の責任を負いません。 

3. 甲は、ユーザ ID またはパスワード等が第三者に漏れた場合や使⽤されている疑いのある場合は直ちに主
催者に連絡するものとし、主催者から指⽰がある場合にはこれに従うものとします。この際、主催者は該
当ユーザ ID およびパスワードを停⽌できるものとし、これにより甲に⽣じた損害の⼀切の責任を負いま
せん。 

 
第 5 条（展⽰の設置と撤去） 

1. 甲は、主催者が出展社説明会（オンライン開催を含む）において配布する『出展の⼿引き』で指定された
時間内ですべての展⽰の設営と撤去作業を完了するものとします。 

2. 第 5条の 1 に関わらず甲の設営作業時間延⻑の要請を主催者が認める場合は、主催者が別途定める時間外
作業の⼿続き・書類提出をもって作業することができます。延⻑料⾦については、展⽰会運営事務局が後
⽇請求書を発⾏いたします。 

 
第 6 条（共同出展） 

1. リアル展⽰会において⼆社以上の出展社が同じ展⽰スペースを相互利⽤して出展する場合は、契約する出
展社が代表出展社となり、残りの出展社は共同出展社となります。 

2. 代表出展社は、共同出展社名を主催者が定める期⽇までに通知するものとします。 
3. 代表出展社は、共同出展社の分も併せて出展⼩間料⾦の⽀払いを⾏なうものとします。 
4. 代表出展社は、主催者からの諸連絡、配布物を取りまとめ共同出展社に通知連絡するものとします。 
5. 主催者は、代表出展社および共同出展社名を出展社⼀覧に掲載することとします。 

 
第 7 条（⼩間の割当てと配置） 

1. 主催者は、甲の出展実績や申込⼩間⾯積に基づき展⽰⼩間の割当てと配置を決める権利を有し、展⽰効果
の向上を図るために必要に応じて、⼩間⾯積の変更や再配置をする権利を有します。 

2. 主催者は、出展社説明会（オンライン開催を含む）にて⼩間配置を発表することとします。 
 
第 8 条（出展⼩間料⾦の⽀払い） 

1. 第 3 条に基づき出展契約締結後、展⽰会運営事務局が出展⼩間料⾦請求書を発⾏いたします。甲は出展⼩
間料⾦を以下の⽀払い期限までに指定銀⾏へ振込むものとします。振込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲
の負担とします。 
 



出展⼩間料⾦ ⽀払い期限 
横浜展⽰会 …2023 年 4 ⽉ 28⽇（⾦） 
名古屋展⽰会…2023 年 5⽉ 31 ⽇（⽔） 

2. 甲の⽀払いが期限までに実⾏されず著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は甲の出展申込を解約す
る権利を有します。 

3. 出展⼩間料⾦に含まれるものは出展⼩間スペースのみです。展⽰に必要な壁⾯や展⽰台などの基礎装飾や
電気⼯事費は含まれません。 

4. ⽀払い期限以降に発⽣した各種料⾦⽀払いは、発⽣⽇の翌⽉末までに指定銀⾏へ振込むものとします。振
込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。 

 
第 9 条（出展の取り消しまたは⼩間の縮⼩と解約料・変更料） 

1. 甲が出展契約締結後に⾃⾝の都合で出展を取り消すまたは⼩間⾯積を縮⼩する場合は、書⾯にて主催者に
通知するものとします。 

2. 甲は、第 9条の 1 に基づき主催者に通知した⽇付に応じて以下の通り、解約料・変更料を主催者に⽀払う 
ものとします。解約料・変更料には消費税を加算するものとします。 

① リアル展⽰会とオンライン展⽰会双⽅の出展を取り消す場合、双⽅の解約料の⽀払いが必要です。 
横浜展⽰会・オンライン展⽰会（STAGE1） 

…2023 年 1 ⽉ 14 ⽇〜2023 年 2 ⽉ 14 ⽇まで：出展⼩間料⾦＋オンライン出展料⾦の 50％ 
           2023 年 2 ⽉ 15⽇以降：出展⼩間料⾦＋オンライン出展料⾦の 100％ 

名古屋展⽰会・オンライン展⽰会（STAGE2）       
…2023 年 2 ⽉ 25〜2023 年 3 ⽉ 21 ⽇まで：出展⼩間料⾦+オンライン出展料⾦の 50％ 

           2023 年 3 ⽉ 22 ⽇以降：出展⼩間料⾦＋オンライン出展料⾦の 100％ 
② リアル展⽰会の出展を取り消しオンライン展⽰会のみに出展する場合、リアル展⽰会の解約料とオンラ

イン出展料の変更料の⽀払いが必要です。 
リアル展⽰会の解約料… 
横浜展⽰会 …2023 年 1 ⽉ 14 ⽇〜2023 年 2 ⽉ 14 ⽇まで：出展⼩間料⾦の 50％ 

2023 年 2 ⽉ 15⽇以降：出展⼩間料⾦の 100％ 
名古屋展⽰会…2023 年 2 ⽉ 25⽇〜2023 年 3 ⽉ 21 ⽇まで：出展⼩間料⾦の 50％ 

           2023 年 3 ⽉ 22 ⽇以降：出展⼩間料⾦の 100％ 
オンライン展⽰会の出展料の変更料… 
オンライン展⽰会の出展規約、第 10 条の 4-①が適⽤されオンライン展⽰会の出展料⾦が変更となりま 
す。 

3. 甲はリアル展⽰会とオンライン展⽰会の双⽅に出展を申込み、出展契約締結後に⾃⾝の都合でオンライン
展⽰会の出展のみを取り消すことはできません。 

4. 横浜展⽰会において、2023 年 1 ⽉ 14 ⽇以降に出展契約が締結した場合は、契約締結⽇から解約料・変更
料が発⽣するものとします。 

5. 名古屋展⽰会において、2023 年 2 ⽉ 25⽇以降に出展契約が締結した場合は、契約締結⽇から解約料・変
更料が発⽣するものとします。 

6. 甲が出展⼩間料⾦の⼀部または全額の⽀払い後に出展取り消しまたは⼩間⾯積の縮⼩をした場合は、第 9
条の 2 に定める解約料・変更料を⽀払い済みの⾦額から充当し、充当後に残⾦がある場合は主催者から甲



に返⾦するものとします。 
 
第 10 条（展⽰会開催の変更または中⽌） 

1. 主催者は以下の場合、展⽰会の早期閉会・開催延期・規模縮⼩・会場の移転・または開催の中⽌を決定す
ることができます。 

①天災・⽕災・テロリズムの発⽣ 
②感染症の蔓延 
③その他の不可抗⼒および主催者の責めに帰しえない原因の発⽣ 

2. 主催者は、開催規模・出展内容・来場者動員数等から予測して、展⽰会開催の趣旨・⽬的の達成が困難と
判断した場合は、展⽰会の開催を中⽌することができます。 

3. 主催者は、第 10 条の１および２によって⽣じた甲の損害を補償する義務を負わず、また甲は主催者への
損害賠償請求権を放棄します。 

4. 主催者は、第 10 条の 1 および２に基づき会期の変更または開催の中⽌決定をした場合、開催に向けて発
⽣した準備費⽤を含めた必要経費を甲に請求いたします。甲は、第 3 条に基づき出展契約が締結した時点
で、会期変更・開催中⽌決定時に準備費⽤を含めた必要経費を主催者に⽀払うことに同意し、主催者が依
頼した公認会計⼠が監査し認めた必要経費の会計報告書の内容に従うものとします。 

5. 主催者が第 10 条の 1 に基づき会期の変更または開催の中⽌決定をした場合の出展⼩間料⾦・必要経費に
ついては、以下の通りとします。 

①会期変更・開催中⽌決定時点で甲がリアル展⽰会の出展⼩間料⾦・オンライン展⽰会の出展料⾦の⽀
払いを完了している場合、出展⼩間料⾦から準備費⽤を含めた必要経費を差引き、その残⾦を返⾦し
ます。 

②会期変更・開催中⽌決定時点で甲がリアル展⽰会の出展⼩間料⾦の⽀払いのみ完了し、オンライン展
⽰会の出展料⾦が未払いの場合、出展⼩間料⾦から準備費⽤を含めた必要経費を差引き、その残⾦を
オンライン展⽰会の出展料⾦に充当します。充当後に残⾦がある場合は主催者から甲に返⾦するもの
とします。充当⾦額がオンライン展⽰会の出展料⾦に達しない場合、甲はその差額を⽀払うものとし
ます。 

③会期変更・開催中⽌決定時点で甲がリアル展⽰会の出展⼩間料⾦の⽀払いを完了していない場合、準
備費⽤を含めた必要経費の請求書を展⽰会運営事務局が発⾏いたします。甲は定めた期限までに⽀払
うものとします。 

④甲が期限までに準備費⽤を含めた必要経費を⽀払わなかった場合、主催者は次回以降の出展申込を断
ることができます。 

6. 甲が出展の取り消しを⾏った後に主催者が開催中⽌を決定した場合、甲は第 9条の 2 に基づき解約料を主
催者に⽀払うものとします。 

 
第 11 条（主催者による出展申込または出展契約の取り消し） 

1. 主催者は、甲がリアル展⽰会の開催趣旨・⽬的にかなうものであるか否かを判断する権限を有し、これに
合致しないと判断した場合は、申込を断るまたは出展契約を取り消すことができます。その際の判断基準
や根拠、理由は⼀切開⽰しないものとします。主催者は甲の出展申込後、出展の可否にかかわらず甲がそ
れまでに⽀出した費⽤、その他⼀切の責任を負わないものとします。なお、次のような事例もこれに該当
します。 



①出展申込の⼊⼒内容に不備や虚偽の申請などがあることが判断される場合 
②出展物ないし出展の意図・内容が、展⽰会の趣旨にそぐわないと判断される場合 
③甲の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより展⽰会の運営上悪影響を及ぼす恐

れがあると判断される場合 
④来場者、他の出展社および、第三者からこれまでの展⽰会において苦情等が寄せられたことがある 
 場合、並びにそのような苦情が寄せられると予想される場合 
⑤甲が既に本出展規約に違反していると判断される場合 
⑥その他、展⽰会への出展が不相当と判断される場合 

2. 主催者が第 11 条の 1 に基づき甲の出展契約を取り消した場合も、甲は第 9条の 2 に則り主催者に解約料
を⽀払うものとします。 

 
第 12 条（免責および出展における責任の範囲） 

1. 主催者は、必要に応じて警備員を会場内に配置し、⽕災・盗難・事故・テロリズムの発⽣および感染症の
蔓延その他すべての危険防⽌（以下、事故等とする）に努め、同時に甲もこれらの危険防⽌と安全確保に
努める責任を負います。 

2. 主催者は甲に対し、甲の負担で作業の中⽌・制限その他事故等の防⽌のために必要な措置を取り、あるい
はこれを命ずることができ、甲はこれに異議なく応じるものとします。 

3. 主催者は、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者の過失により⽕災・盗難・その他すべての事
故を⽣じさせ、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者が被った損害について⼀切の責務を負わ
ないものとします。 

4. 甲は、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者の過失により⽕災・盗難・その他すべての事故を
⽣じさせ、主催者または展⽰会来場者を含む第三者に損害を負わせた場合、直ちに⼀切の損害を賠償する
責務を負います。 

5. 主催者は、⾃らの責めに帰すべき場合を除き、発⽣した事故等につき⼀切の責務を負わないものとします。 
 
第 13 条（展⽰上の諸制限） 

1. 展⽰物・装飾物の⾼さ制限は 3.0mとし、主催者が必要と認めた場合を除き、原則としてこれを越える展
⽰・装飾を禁⽌します。主催者が必要と認めた場合、甲が⾏う展⽰準備作業に対して事故防⽌のための処
置を命じ、その作業を制限もしくは中⽌させることができます。 

2. 甲は、展⽰物について説明できる説明員を展⽰⼩間内に常駐させ、出展物の管理や来場者との対応等を⾏
うものとします。 

3. 甲は騒々しい電気装飾を利⽤した展⽰や⾳響システム、展⽰物への過度の照明、異臭を放つ展⽰物の陳列
など、来場者や隣接⼩間に対して迷惑となる⾏為はできません。また、甲はすべての⾳響システムに⾳量
規制ができるように備えておくものとします。 

4. 甲が⽂献や⾒本品などを配布する場合、⾃社⼩間内で⾏うものとします。また、ノベルティ等の配布につ
いては 1点 500円を限度とします。 

5. 甲がデモンストレーションを⾏う場合、⾃社⼩間内で⾏うものとします。 
6. 甲は通路をはみ出しての展⽰、隣接⼩間に対して障害・妨害となるような展⽰⾏為はできません。 
7. 甲は開催中に展⽰⽬的と異なる活動を実施することはできません。 
8. 主催者は、甲の⾏為が来場者や隣接⼩間に対して迷惑となると判断した場合、それらの⾏為を規制もしく



は中⽌させることができます。主催者が必要と認めた場合、次回以降の甲の出展申込を断ることができま
す。 

9. 展⽰会の写真撮影権は、主催者が保有します。 
 
第 14 条（秘密保持） 

甲は、リアル展⽰会に関連して主催者が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開⽰した⾮公知の情報につい
て、主催者の書⾯による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。 

 
第 15 条（出展規約の解釈と改定） 

1. この展⽰会は主催者が主催する学術講演会、フォーラム、シンポジウムなどで発表された技術情報の交流
を促進し補完するものです。従って主催者は、会の活動⽅針にそって展⽰会を遂⾏するために、本出展規
約を適切に解釈し、また事前の通知なく改定できる権利を有するものとします。 

2. 甲は、主催者が第 15条の 1 に基づき本出展規約を改定した場合、変更後もこれに遵守することとします。 
 
第 16 条（合意管轄） 

本出展規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が⽣じた場合、主催者の所在地または主催者の指定する地域を
管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。この場合、⽇本の法規に従い、また本出展
規約を含む関連の規程は⽇本語のものを基準として⾏なうものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
個⼈情報の取り扱いについて 
株式会社⼤成社（以下、展⽰会運営事務局とする）は、公益社団法⼈⾃動⾞技術会（以下、主催者とする）が主
催する⼈とくるまのテクノロジー展 2023 YOKOHAMA・NAGOYA（以下、リアル展⽰会とする）および⼈とくる
まのテクノロジー展 2023 ONLINE（以下、オンライン展⽰会とする）を受託し事務局代⾏業務を遂⾏するにあた
り、出展社から取得した⽒名、住所、勤務先、電話番号等の情報（以下、個⼈情報とする）を以下の通り取り扱
います。 
 
1. 個⼈情報の利⽤について 

展⽰会運営事務局が取得する個⼈情報は、次の⽬的に利⽤いたします。 
(1) 出展資格の確認、登録の確定 
(2) 出展資料の送付 
(3) 出展費⽤の請求・⽀払い確認 
(4) 展⽰会開催における出展社への必要な確認・連絡 
(5) 主催者によるその他の事業に関する連絡・告知 

2. 業務委託について 
展⽰会運営事務局が収集し、または預かった個⼈情報を展⽰会運営事務局がその関連会社等に委託する場合、
守秘義務契約や厳正な管理監督等により、展⽰会運営事務局は当該関係会社からの漏えいや再提供の防⽌を
図ります。 

3. 第三者への提供について 
次のいずれかに該当する場合を除き、展⽰会運営事務局が取得した個⼈情報を第三者へ無断で提供すること
はありません。 
(1) 本⼈から事前に同意をいただいた場合 
(2) 法令に基づき必要と判断される場合 
(3) ⼈の⽣命・⾝体または財産の保護のために必要がある場合で、本⼈の同意を得ることが困難である場合 
(4) 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本⼈の同意を得ること

が困難である場合 
(5) 国の機関もしくは地⽅公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して
協⼒する必要がある場合で、本⼈の同意を得ることにより当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある
場合 

4. 肖像権について 
展⽰会運営事務局によって撮影された個⼈の肖像権を含む素材が、主催者・メディア・関係者の広報・宣伝 
活動のため、出展内容および運営・出演スタッフ（協⼒関係会社スタッフを含む）の映像、画像等として使
⽤されることがあります。 

5. 個⼈情報の開⽰、訂正、利⽤停⽌、廃棄に関して 
出展申込で登録された個⼈情報の開⽰、訂正、利⽤停⽌を希望する場合には、展⽰会運営事務局までご連絡
ください。なお、これらの個⼈情報は展⽰会終了後、⼀定期間後に適切に廃棄いたします。 

 
●公益社団法⼈⾃動⾞技術会の個⼈情報保護規則、プライバシーポリシーについては、こちらをご覧ください。 
個⼈情報保護規則  ：https://www.jsae.or.jp/01info/newrules/46.pdf 



プライバシーポリシー：https://www.jsae.or.jp/tops/privacy.php 


